
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

三

改
正
後
欄

終
り
か
ら
一
七
大
型
特
殊
自
動
車
大
型
特
殊
自
動
車

（
農
耕
ト
ラ
ク
タ

二
〇
ペ
ー
ジ
上
段
一
九
行
目
の

「
第
二
十
八
号

」
は
「
第
二
十
八
号

」の

誤
り
。

令和年月日 木曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
十
三
日

神
戸
市
中
央
区
御
幸
通
五
丁
目
二
番
一
五
号

株
式
会
社
大
同
貿
易
公
司

代
表
取
締
役

原

一
雅

限
定
責
任
信
託
終
了
の
公
告

当
限
定
責
任
信
託
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
日
に
信
託

行
為
の
定
め
る
事
由
に
よ
り
終
了
し
ま
し
た
の
で
、
当
限

定
責
任
信
託
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌

日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
さ
れ
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
四
番
一
号
丸
の

内
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

２
０
３
４
２
Ｔ
Ｌ
０
７
０
１
２
５
０
４
２
５
オ

プ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
限
定
責
任
信
託

清
算
受
託
者

コ
タ
エ
ル
信
託
株
式
会
社

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
十
七
億
七
百
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
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令
和
七
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
五
丁
目
一
番
四
号

旧
九
条
山
浄
水
場
跡
地
活
用
特
定
目
的
会
社

取
締
役

福
永

隆
明

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
一
千
七
百
七
万
口
を
消
却

し
て
二
千
百
十
一
万
口
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券
を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発

生
日
で
あ
る
令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で
に
当
社
に

ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
五
丁
目
一
番
四
号

旧
九
条
山
浄
水
場
跡
地
活
用
特
定
目
的
会
社

取
締
役

福
永

隆
明

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
月
十
七
日
（
号
外
第
二
三
一
号
）
掲
載
の

富
良
野
一
般
社
団
法
人
に
係
る
第
三
期
決
算
公
告（
枠
組
）

中
、
住
所
「東

京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
９
番
１
号
日

本
橋
ス
ク
エ
ア
11階

」
と
あ
る
は
「東

京
都
中
央
区
日
本

橋
三
丁
目
９
番
１
号
日
本
橋
三
丁
目
ス
ク
エ
ア
11階

」
の

誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
十
三
日

扱

店

取
消
公
告

令
和
七
年
八
月
二
十
二
日
掲
載
の
左
記
会
社
に
係
る
合

併
公
告
及
び
新
設
分
割
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
二
番
二
〇
号

（
甲
）
株
式
会
社
Ｎ
Ｊ
Ｍ
２

代
表
取
締
役

野
島

司

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
番
一
号
パ
レ

ス
ビ
ル
五
階

（
乙
）
株
式
会
社
Ｂ
Ｃ
Ｊ

５
９

代
表
取
締
役

馬
場

正
臣

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
二
番
二
〇
号

（
丙
）
株
式
会
社
ス
ト
リ
ー
ト
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス

代
表
取
締
役

桑
畑

治
彦

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
二
番
二
〇
号

（
丁
）
株
式
会
社
ト
ラ
イ
ス
テ
ー
ジ

代
表
取
締
役

桑
畑

治
彦

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
二
番
二
〇
号

（
戊
）
株
式
会
社
ア
ド
フ
レ
ッ
ク
ス
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

代
表
取
締
役

桑
畑

治
彦

福
岡
市
中
央
区
大
名
二
丁
目
六
番
五
〇
号

（
己
）
株
式
会
社
グ
ラ
ン
ド
ビ
ジ
ョ
ン

代
表
取
締
役

桑
畑

治
彦

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日
掲
載
の
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
と
お
り
と
な
っ
た
。内

閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正

法
務
大
臣

平
口

洋

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

環
境
大
臣

石
原

宏
高

防
衛
大
臣

小
泉
進
次
郎

令
和
七
年
六
月
十
七
日
（
号
外
第
百
三
十
三
号
）
公
布

国
土
交
通
省
令
第
六
十
八
号
（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基

準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）
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